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垣生地区タウンミーティングでいただいた意見等と市の回答 

☆ 項 目 意 見 の 内 容 
対応可能性と 

対応時期 

対応策または 

不可能な理由等 
担当課 

1 

学校教育 生徒が増えてきているので、校舎

をもう少し増やしてほしい。 

垣生小児童数増加に伴い、教室が

足りないので、増やしてほしい。 

 

□可 能 

□対応済 

□今年度中 

□次年度以降 

□検討中 

□不可能 

■その他 

垣生小学校・垣生中学校は児童・生徒数が

増加していますが、学校の施設整備について

は、現在優先して取り組んでいる学校施設の

耐震化が完了する予定の平成 29年度以降、児

童・生徒数の推移を見ながら、取り組むこと

にしています。 

現時点で新たな校舎の増築の予定はありま

せんので、申し訳ありませんが、今の校舎を

工夫して使っていただきたいと思います。 

学習施設課 

二宮 仁志 

948-6873 

2 

地域資源 もっと垣生の文化に親しめると思

うので、村上霽月邸を開けてほし

い。 

■可 能 

□対応済 

□今年度中 

■次年度以降 

□検討中 

□不可能 

□その他 

 村上霽月邸跡の一部公開については、所有

者のご理解をいただけましたが、所有者の御

事情により、新年度以降の対応となりますの

で、日程調整をしていただきたいと思います。 

また、「村上霽月邸跡」は句碑めぐり「俳句

の里 松山」、「城西コース⑥番」に設定され、

説明看板を立てていますので、参考にしてく

ださい。 

文化財課 

入口 崇子 

948-6603 

3 

浸水対策 三反地川周辺は水はけが悪く浸水

するので、海側へ排水する抜本的

な対策についてお聞きしたい。 

 

□可 能 

□対応済 

□今年度中 

□次年度以降 

■検討中 

□不可能 

□その他 

住吉神社前通学路の浸水対策については、

来年の梅雨時期までの完成を目指し、ポンプ

設置工事を行っています。 

また、パルティフジ垣生周辺については、

箇所ごとに護岸の嵩上げやバイパス水路工事

などの対策工事を行ってきましたが、抜本的

な改修が必要なため、現在、排水計画につい

て検討しています。 

河川水路課 

長野 秀喜 

948－6838 
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4 

河川管理 重信川の河川敷で野菜をつくって

いるが、大雨の際全部流れた。石

手川ダム放流で畑が冠水するのを

どうにかしてほしい。 

 

□可 能 

□対応済 

□今年度中 

□次年度以降 

□検討中 

□不可能 

■その他 

発言された方に場所を確認し、石手川ダム

を管理している国土交通省松山河川国道事務

所にご意見をお伝えしました。後日、石手川

ダム管理者としてご回答をいただけるとの連

絡を受けています。 

河川水路課 

長野 秀喜 

948－6838 

 

5 

公園 東垣生南公園は、災害時避難場所

としても利用できるよう遊具が少

ない。もう少し遊具を設置してほ

しい。 

 

□可 能 

□対応済 

□今年度中 

□次年度以降 

□検討中 

□不可能 

■その他 

東垣生南公園の遊具については、航空機騒

音対策として、今後、整備することも検討で

きますので、地域住民のご要望をまとめてい

ただき、公園管理協力会とご協議の上、東垣

生騒音対策協議会にご相談をお願いします。 

空港港湾課 

川端 秀之 

948-6318 

 

6 

通学路 雨の日は、道の境にある木が支障

となって傘がさせず、いつもの通

学路が通れない場所があるので、

何とかしてほしい。 

 

□可 能 

□対応済 

□今年度中 

□次年度以降 

□検討中 

□不可能 

■その他 

 

ご指摘の箇所は、道幅がもともと狭く、傘

がさしにくい通学路で、雨が降った場合は違

う道を通っています。今後、地域の皆さんの

協力をいただきながら、通学路の変更を含め

て、対応を検討したいと考えています。 

なお、生活道路を拡幅するためには、沿線

住民の方々の土地の提供等のご協力が必要で

すので、地域でご意見を取りまとめていただ

き、地元の土地改良区や町内会から「事業要

望書」の提出をお願いします。 

学校教育課 

吉岡 祐郁 

948-6590 

 

道路建設課 

一色 芳朗 

948-6464 
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7 

都市整備 狭あい道路を整備するにあたり、

空き家等があると進まない。市民

と行政が一体となって進めないと

いつまでもよくならないと思う。 

近くに人が住んでいない放置家屋

があるので、なんとかしてほしい。 

 

□可 能 

□対応済 

□今年度中 

□次年度以降 

□検討中 

□不可能 

■その他 

 

建物の倒壊の危険や、いわゆるごみ屋敷等

環境面での問題、放火の危険性や犯罪の温床

となる懸念等、空き家については様々な問題

が発生し、適正な管理が求められています。 

本市でも、関係各課で「適正管理」、「予防・

有効活用」のワーキンググループを設置し、

今後の取り組みについて検討を始めており、

適正管理の観点から、「空き家適正管理条例」

についても、制定に向けて検討をしています。 

狭あい道路の整備や空き家対策など、より

良い住環境を整備するためには、地権者や地

域の皆さんのご協力が不可欠であり、ご意見

のとおり市民と行政が一体となって進めなく

てはならないと考えていますので、地域の皆

さんのご理解とご協力をお願いします。 

なお、具体的な場所及び内容をお教えいた

だければ対応しますので、ご相談ください。 

住宅課 

樋ノ口 出見 

948-6934 

 

建築指導課 

宮内 忠明 

948-6512 

 

8 

学校教育 垣生小学校に児童用の本を増やし

てほしい。 

 

■可 能 

■対応済 

□今年度中 

□次年度以降 

□検討中 

□不可能 

□その他 

垣生小学校は、児童数に対して図書が不足

していますので、重点的に図書を整備してい

ます。読みたい本があれば担当の先生に伝え

てください。 

学習施設課 

二宮 仁志 

948-6873 
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9 

安全安心 重信川沿いの道が夜非常に暗いの

で、街灯をつけてほしい。 

 

□可 能 

□対応済 

□今年度中 

□次年度以降 

□検討中 

□不可能 

■その他 

 

本市では松山市防犯協会を通じて、生活道路

への防犯灯の設置助成を行っています。設置

後の維持管理は、日ごろから目が届き、適切

な維持管理ができるよう、町内会にお願いし

ています。そのため、防犯灯を設置の手続き

は、町内会等の代表者からの申請になります

ので、まず町内会長さん等にご相談をお願い

します。 

なお、重信川沿いの道は、国（松山河川国

道事務所）の許可が必要となる場合もありま

すので、あらかじめ市民参画まちづくり課に

お問い合わせください。 

市民参画まちづくり課 

村本 実紀 

948-6736 

10 

公園 子どもがボール遊びができるよう

な公園や、野球などができるグラ

ウンドもあったらいいと思う。 

 

□可 能 

□対応済 

□今年度中 

□次年度以降 

□検討中 

□不可能 

■その他 

 

身近な公園でのボール遊びについては、野

球やサッカー等を行うほどの広さがなく、他

の公園利用者への危険性や近隣住民へ迷惑が

かかることから、原則禁止にしていますが、

ボール遊びを求める声も多いことから、平成

１８年度から『キャッチボールのできる公園

づくり事業』を地域からの要望を受け、地域

の理解、協力のもとルールや環境を整えて、

現在、８公園で整備が完了しています。今後

も地域の皆さんと協働で『キャッチボールの

できる公園づくり事業』を積極的に進めてい

きたいと考えていますので、ご協力をお願い

します。 

なお地区内では、空港東第２公園と空港東

第３公園でボール遊びができますので、ぜひ

ご利用ください。 

公園緑地課 

管 正人 

948-6497 
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11 

公園 公園のトイレは和式で、子どもに

は大きく落ちそうで危ないので、

洋式トイレを検討してほしい。 

 

□可 能 

□対応済 

□今年度中 

□次年度以降 

□検討中 

□不可能 

■その他 

 

東垣生公園の和式トイレは、便器周りが掃

除しやすいよう、足を置く場所の周りまで水

が流れるようになっています。 

お子さんや高齢者の方など、使いづらい場

合は、併設されている多目的トイレをご利用

ください。 

また、既設トイレの洋式化への改造につい

て、洋式便器は直接便器に腰掛けることから、

衛生面で敬遠される方もおられます。併設の

多目的トイレに洋式便器もありますので、そ

ちらをご利用ください。 

公園緑地課 

管 正人 

948-6497 

 

12 

学校教育 外国の小学校と交流がしたいの

で、方法等教えてほしい。 

 

□可 能 

□対応済 

□今年度中 

□次年度以降 

□検討中 

□不可能 

■その他 

 

外国の小学校との交流方法としては、個人

やグループで海外文通などの協会に登録し

て、手紙やメールのやりとりをする方法や学

校同士が協定を結び、情報交換をする方法な

どが考えられます。 

一般的に英語での交流となることが多いの

ですが、中学校卒業程度の英語が使いこなせ

る必要があると考えます。まずは、お家の人

や学校の先生と相談してみてください。 

学校教育課 

悦内 誠二 

948-6591 

 


